
米トレーサビリティー法に基づく記録について 
 

 

 
 

 

［対象商品］　米穀（玄米・精米等）、米粉や米こうじ、もち、だんご、清酒、みりん、米を使用した単式蒸留焼酎

受入場所（事業所） ○○本店 本帳票の保存期間　購入年月日より3年
帳票
通番

№0001

購入年月日 商品名（無償での貰いうけも含む） 産地　（表記方法→「国産」「○○県産」「○○国産」） 数量 購入先・移動先・販売先

2010年9月28日 精米　20Kg入り 秋田産 5袋 ○○商店

2010年10月1日 清酒（吉兆・・）　350ml 国産 20本 ◆◆酒店

同上 みりん 2L 国産 5本 ▲▲株式会社

同上 清酒　○○　1.8Ｌ　（料理酒用） 一升瓶添付ラベルに記載 3本 ◆◆酒店

2010年10月3日
清酒　○○　1.8Ｌ　（料理酒用）
2010年10月1日◆◆酒店より購入分

一升瓶添付ラベルに記載 1本 なんばダイニングメゾン店へ移動

同上 みりん 2L　　2005年5月5日▲▲株式会社より購入分 国産 2本 古くなり廃棄

業務用でなく、一般消費者への販売用の
容器に入れられ、その容器に産地が記載
されている場合は記載不要。産地は使用さ
れている原料の米のみ。

移動、廃棄も記載

 

 

2010 年 10 月 1 日より、下記の注釈に記載されている商品を購入または無償での貰いうけ、あるいは販売ま

たは無償での譲渡、事業所間での移動、廃棄をした場合は、その記録を三年間保存する必要があります。 

記録の内容については下記の表を使用してください（エクセルのファイルを添付します）。 

すでに購入していて、いつ購入したのか不明な場合

は、商品名だけ記載。今後、購入した時点で商品に

購入日と購入先がわかるようにシールを貼るなどし

てください。 



 

 

 

 

 

注意＞＞購入商品の米穀や米加工品の産地が不明な場合は、購入元に産地を問合せ、確実に記載する必

要があります。 

なお、購入品については、納品伝票に下記の赤枠と青枠の項目が全て記載されているものであれば、それを

保存することで代用できます。 

※購入時のみです（移動や廃棄は表に記載してください）。 


